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１．検証目的

○ 人事評価制度は、「職員の資質、能力及び執務意欲の向上を図ること」を目的とし、その結果を異動や

昇任、給与など人事給与制度全般に活用することとしており、本府では、平成１２年度の試験実施以降、

評価の活用範囲の拡大、評価指標の見直しなど、様々な改善を行ってきた。

○ 平成２５年度から本格導入した相対評価による人事評価制度については、これまで、実施状況等を基に

検証を行うとともに、必要に応じて所要の改善策を実施してきた。特に、令和６年度には、これまでの取組

による成果を踏まえつつ、絶対評価で良好とされた職員のうち、相対評価で下位区分となった職員の執

務意欲の低下傾向が顕著という課題を踏まえ、職員の執務意欲のさらなる向上に向けた制度改正を

行ったところ。

○ 本検証は、制度改正による影響について検証を行うとともに、現在の人事評価制度が、制度の目的・

ねらいに沿った仕組みとなっているかどうか、確認することを目的とするものである。
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特区分 一区分 二区分 三区分 四区分 五区分 総計 割合

S 5 5 0.1%

AA 408 331 68 5 812 9.4％

A 17 536 1,336 670 2,559 29.6%

B 384 4,450 304 5,138 59.5%

C 38 12 50 0.6%

D 78 78 0.9%

総人数 430 867 1,788 5,125 342 90 8,642 100.0%

割合 5.0% 10.0％ 20.7% 59.3% 4.0% 1.0% 100.0%

２．検証内容

① 令和6年度人事評価結果 【絶対（二次）評価結果と相対評価結果の相関】

絶対
相対

（１）令和6年度人事評価結果の状況・分析

・令和6年度の制度改正において、相対評価の分布割合を見直したことにより、これまで相当数生じていた、絶対（二次）評
価結果「B」のうち、下位の相対評価区分（四区分）に位置付けられる職員は、大幅に減少した。
※「B」のうち下位の相対評価に位置付けられた職員 Ｒ５年度：約18％（1,148人／6,243人） ⇒ Ｒ6年度：約6％（304人／5,138人）

・なお、各相対評価区分（職階等）ごとの逆転現象（例：「A・三区分」と「B・二区分」）は、引き続き解消できている。
※以下の表において逆転現象が生じているように見えるのは、すべての相対評価区分の結果を合算したものであるため

２※各割合の算出にあたっては、四捨五入しているため、内訳と計は必ずしも一致しません



② 令和6年度人事評価結果の給与反映
・絶対評価及び相対評価を５段階から６段階に変更するとともに、相対評価の分布割合を変更したことにあわせて、令和
７年度以降の給与反映については、頑張った職員が報われるよう、メリハリは維持しつつ以下のとおり変更している。

（１）令和6年度人事評価結果の状況・分析

※勤務成績が極めて良好である職員、又は、特に良好である職員のうち、相対評価結果が一区分である者、又は、相対評価結果が二区分で、二次評価結果がＡＡである
者については、単年度に限り、標準の昇給幅である４号給を上回って昇給 （ただし、翌年は前年が４号給昇給したものとして調整）

※昇給は令和8年１月から反映し（部長級・次長級職員及び再任用職員をのぞく）、勤勉手当は令和7年６月から反映。
ただし、懲戒処分を受けた職員、各職務級の最高号給に達した職員、５５歳超えの職員等については、昇給号数の抑制措置等あり。

３

評価区分 特区分 一区分 二区分 三区分 四区分 五区分

二次（絶対）評価
結果

S AA/A AA/A AA A/B AA/A/B B C C D

昇給号数
（１年間）※

6 5 ５ ５ ４ ４ ３ 0 ０ ０

昇給号数
（１年後の調整）※

4 4 ４ ４ ― ― ４ ― ― ―

勤勉
手当の
成績率

部長・
次長級

151.2/100 136.6/100 129.3/100 122.0/100 99.5/100 92.9/100 86.3/100 75.0/100

課長級 141.9/100 132.7/100 128.1/100 123.5/100 101.0/100 94.9/100 88.8/100 77.5/100

非管理
職

127.9/100 115.7/100 109.6/100 103.5/100 96.0/100 93.7/100 91.3/100 87.5/100



① 絶対（二次）評価結果の納得感について

② 相対評価結果の納得感について

・約８6％の職員が「納得できた」と回答しており、前年度より増加。〔R6アンケート：約83％〕
・「納得できなかった」理由として最も多かった回答は、「自己評価と評価結果に違いがあった（約61％）」ことであった。

・約80％の職員が、「納得できた」と回答しており、前年度より増加。〔R6アンケート：約74％〕
・「納得できなかった」理由については、「結果についての説明（手法）が不十分（約36％）」、「相対評価の単位に納得できない
（約31％）」 が、上位を占めた。

４

納得できなかった理由納得感 ※複数回答 可

納得できなかった理由 ※複数回答 可

納得感

①86.2%

②13.8%

①納得できた

②納得できなかった

21.2%

36.5%

61.0%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

評価者からの評価理由の説明が不十分

自己評価と評価結果に違いがあった

①79.8%

②20.2%

①納得できた

②納得できなかった

（２）職員アンケート調査結果

・実施期間 ： 令和7年７月1日（火）～同年８月8日（金）
・対象者数 ： ８，１28人（令和6年度末で退職、令和7年度他団体へ派遣中の職員等は除く）
・回 答 数 ： ６，057人／８，１28人（約75％）

22.9%

4.5%

18.1%

18.4%

20.9%

31.0%

35.7%

0% 20% 40%

その他

各評価要素は「３」以上だが、相対が「四区分」

二次評価と相対評価の結果がかい離

相対評価の分布割合に納得できない

相対評価の区分に納得できない

相対評価の単位に納得できない

結果についての説明（手法）が不十分



③ 「人事評価結果」と「人事評価結果の納得感」について

・「納得できた」と回答した職員の割合が高いのは、絶対（二次）評価「B」以上、相対評価「三区分」以上であった。

・絶対（二次）評価「C」「D」、相対評価「四区分」「五区分」においては、「納得できなかった」と回答した職員の
割合が顕著に高かったが、前年度に比べて「納得できた」と回答した職員の割合は増加しており、改善が見られた。
〔R6アンケート：納得できた 「C」約47％ 「D」約42％ 「第四区分」約35％ 「第五区分」約36％ 〕

５

94.7% 96.8%
92.4%

81.7%

60.5%

46.4%

5.3% 3.2%
7.6%

18.3%

39.5%

53.6%

S AA A B C D

94.7% 94.1%

83.3%

76.3%

50.0%
42.9%

5.3% 5.9%

16.7%
23.7%

50.0%
57.1%

特区分 一区分 二区分 三区分 四区分 五区分

納得できなかった

納得できた



①87.5%

②12.5%

①納得できた

②納得できなかった

④ 面談（期初、期中、評価前、開示）の納得感について

・約８8％の職員が、「納得できた」と回答しており、前年度より増加。〔R6アンケート：約82％〕
・「納得できなかった面談」は開示面談が約89％と最も多く、「納得できなかった」理由として最も多かった回答は、
「評価結果について、実際の行動や事実をあげるなど、 具体的な説明がなかった（約44％）」ことであった。

６

納得感

納得できなかった理由 ※複数回答 可

25.3%

18.3%

24.3%

27.9%

32.7%

44.0%

0% 20% 40% 60%

その他

評価者からの目標達成状況の確認がなかった

職階や経験年数に基づき期待されるレベルに

ついて、認識のずれがあった

話し合いはほとんどなく一方的であった

評価者からの指導・助言がなかった

評価結果について、実際の行動や事実をあげ

るなど、具体的な説明がなかった

納得できなかった面談 ※複数回答 可

18.9%

30.1%

34.2%

88.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価前面談

期初面談

期中面談

開示面談



⑤ 開示面談の状況について 〔対象：二次評価者・相対評価者〕

・約９5％の評価者が「絶対（二次）評価について、十分な説明ができた【①＋②】 」と回答。

・「相対評価について、十分な説明ができた【①＋③】 」と回答した評価者は、約72％であり、昨年度より大幅に向上した。
〔R6アンケート：十分な説明ができた 「絶対（二次）評価」約93％ 、 「相対評価」約54％ 〕

・「開示面談において十分な説明ができなかった【②＋③＋④】」理由として最も多かった回答は、
「そもそも相対評価を十分に説明すること自体が困難（約80％）」であった。〔R6アンケート：約81％〕

７

「十分な説明ができなかった」と回答した理由
（②、③、④を選択した評価者）

開示にあたっての説明状況

①71.5%

②23.7%

③0.5%
④4.3%

①十分な説明ができた

②相対評価は不十分な説明

③二次評価は不十分な説明

④十分な説明ができなかった

4.8%

5.6%

7.2%

10.4%

12.0%

80.0%

0% 50% 100%

その他

面談のスキルが不足していた

面談の時間が短く、説明を尽くせなかった

被評価者が評価結果に納得していなかった

伝達を受けた相対評価に自分が納得していなかった

相対評価を十分に説明すること自体が困難

※複数回答 可



⑥ 相対評価の分布割合について

・相対評価の分布割合については、評価者では約56％、被評価者では約75％が、 「現行どおりでよい」と回答。

・見直し内容については、評価者では「下位区分の割合を減らす」こと、被評価者の立場では「上位区分の割合を増や
す」ことが最も多かった。

【参考】現行の相対評価の分布割合
特区分：5％ 一区分：10％ 二区分：20％ 三区分：60％ 四区分：４％ 五区分：１％

８

見直し内容
（「相対評価の分布割合を見直すべき」の内訳）

相対評価の分布割合の見直しについて

※複数回答 可

36.0%

9.5%

14.6%

11.0%

21.8%

63.1%

45.2%

29.1%

4.8%

7.1%

8.9%

16.0%

31.7%

40.4%

その他

下位区分の割合を増やす

三区分の割合を減らす

上位区分の割合を減らす

三区分の割合を増やす

上位区分の割合を増やす

下位区分の割合を減らす

評価者

被評価者

①56.0%

①74.6%

②44.0%

②25.4%

評価者 被評価者

②見直すべき

①現行どおりでよい



⑦ 相対評価の単位について

・相対評価の単位については、評価者・被評価者ともに、「現行どおりでよい」との回答が、約7割を占めており、
昨年度と比べて、評価者では約14ポイント、被評価者では約11ポイント向上した。
〔R6アンケート：「評価者」約60％ 「被評価者」約64％ 〕

・見直し内容については、評価者の立場では「課長補佐級」の相対評価に関するもの、被評価者の立場では「主事・
技師級、主査級」の相対評価の単位に関するものが最も多かった。

【参考】現行の相対評価の単位
・部局長、部長級、次長級、課長級（本庁課長・出先機関所長等）：全庁 （任命権者）

・課長級（参事・出先機関次長等）、課長補佐級 ：部局 （部局長）

・主査級、主事・技師級 ：部局又は所属 （部局長又は所属長） ※原則、所属

９

見直し内容
（「相対評価の単位を見直すべき」の内訳）

相対評価の単位の見直しについて

※複数回答 可

28.3%

37.6%

17.2%

36.9%

19.2%

32.4%

26.9%

28.6%

35.9%

37.2%

その他

主事・技師級、主査級を原則「所属」⇒「全庁」

課長級（参事・出先次長等）を「部局」⇒「全庁」

主事・技師級、主査級を原則「所属」⇒「部局」

課長補佐級を「部局」⇒「全庁」

評価者

被評価者

①74.3% ①74.6%

②25.8% ②25.4%

評価者 被評価者

②見直すべき

①現行どおりでよい



⑧ 人事評価結果の給与反映の状況＊について

給与反映についてどのように感じたか・右円グラフより、
約66％の職員が「昇給号数、勤勉手当ともに不満はなかった」と回答し
ており、前回（R6）のアンケートからやや低下。
〔R5年度給与への反映：約69％〕

「不満がなかった」理由として最も多かった回答は、「特に気にしていな
かった（約71％）」であった。

・一方、約２8％の職員が「不満があった【②+③+④】」と回答。

「不満があった」理由については、 「勤勉手当のメリハリが小さい（約
34％）」 「絶対評価結果がBであったにもかかわらず、３号以下の昇給
（約24％）」が上位を占めた。

＊令和6年度の人事評価結果を、令和7年度の昇給・勤勉手当に反映
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不満がなかった理由 不満があった理由 ※複数回答 可※複数回答 可

①66.1%

②6.0%

③5.2% ④17.0%

⑤0.3%

⑥5.4%

①不満はなかった

②昇給号数のみ不満

③勤勉手当のみ不満

④昇給号数、勤勉手当ともに不満

⑤人事評価制度の対象外

⑥その他

17.3%

9.8%

11.6%

19.1%

23.9%

33.8%

0% 10% 20% 30% 40%

その他

勤勉手当のメリハリが大きい

「四・五区分」 の昇給号数が少な過ぎる

４号超の昇給だったが、その効果が１年に限定

絶対評価「Ｂ」なのに３号以下の昇給

勤勉手当のメリハリが小さい

2.4%

0.7%

12.9%

17.3%

71.3%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

３号以下の昇給だったが、１年後に

は４号昇給として調整

勤勉手当のメリハリが適度

４号以上の昇給

特に気にしていなかった



※最大3つまで選択可 ※最大3つまで選択可執務意欲の「低下」に影響する要因執務意欲の「向上」に影響する要因

⑨ー１ 執務意欲について

・右円グラフより、
約51％の職員が、令和6年度の執務意欲について「高かった」
または「やや高かった」と回答。〔R6アンケート：約45％〕

・執務意欲に影響する主な要因は、以下の４項目。
➤「職場における人間関係」 〔向上：約68％、低下：約68％〕

➤「適性に合った（合わない）業務」 〔向上：約55％、低下：約44％〕
➤「やりがいのある（ない）業務」 〔向上：約43％、低下：約34％〕

➤「給与の多寡」 〔向上：約35％、低下：約35％〕

・一方、執務意欲に影響する要因として「人事評価制度」と回答した
職員の割合は、それぞれ、以下のとおりであった。
〔向上する要因〕 約 6％
〔低下する要因〕 約15％

令和6年度の執務意欲について
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①16.3%

②35.2%

③36.2%

④6.3%

⑤5.0%
⑥1.0%

①高かった

②やや高かった

③どちらともいえない

④やや低かった

⑤低かった

⑥その他

2.0%

1.7%

1.9%

4.0%

5.3%

5.8%

6.4%

6.9%

9.9%

18.4%

34.9%

43.3%

54.7%

67.6%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

自己啓発

業務の閑散

業務の繁忙

プライベートでの出来事

人事評価制度

福利厚生制度の充実

昇任

府民からの感謝

休暇休業制度の活用のしやすさ

給与が多いこと

やりがいのある業務への従事

自分の適性に合った業務への従事

職場における良好な人間関係

2.8%

2.8%

2.9%

3.5%

8.2%

12.5%

12.5%

14.5%

19.7%

34.2%

35.1%

44.3%

68.0%
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その他

福利厚生制度が充実していないこと

業務の閑散

プライベートでの出来事

昇任しないこと

休暇休業制度の活用のしにくさ

府民からの叱責

人事評価制度

業務の繁忙

やりがいのない業務への従事

給与が少ないこと

自分の適性に合わない業務への従事

職場における険悪な人間関係



⑨ー２ 令和6年度人事評価制度と執務意欲との関係について

・右棒グラフより、
約56％の職員が「人事評価制度が執務意欲に影響した【①+②+④+⑤】」
と回答。そのうち「執務意欲が向上した」と回答した職員は約66％であり、
前年度より増加した。

・「執務意欲が向上した」理由として最も多かった回答は、
「人事評価を通じて上司に認められたと感じた（約49％）」ことであった。

・一方、「執務意欲が低下した」理由については、
「現行の人事評価制度自体に納得できない（約40％）」 「相対評価
結果に納得できない（約39％）」、ことが、上位を占めた。

【参考】R6アンケート
・約32％の職員が「人事評価制度が執務意欲に影響した」と回答。
そのうち、「執務意欲が向上した」と回答した職員は約49％

執務意欲が向上した理由 執務意欲が低下した理由※複数回答可 ※複数回答可
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令和6年度人事評価制度の執務意欲への影響

1.1%

5.5%

13.6%

43.2%

32.0%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

⑥その他

⑤執務意欲は大きく低下した

④執務意欲はやや低下した

③影響しなかった

②執務意欲はやや向上した

①執務意欲は大きく向上した

2.2%

2.7%

11.9%

26.5%

33.2%

48.9%

0% 20% 40% 60%

その他

自己評価より低い評価結果を受けて奮起した

頑張っている職員と頑張っていない職員とで

評価結果に明確な差がついた

人事評価を通じて給与が上がった

自己評価よりも高い評価結果だった

人事評価を通じて上司に認められたと感じた

8.3%

6.4%

7.7%

9.8%

11.2%

12.6%

13.8%

17.5%

25.6%

38.7%

39.9%

0% 20% 40% 60%

その他

絶対評価と相対評価が乖離している

人事評価を通じて適正な任用がなされていない

人事評価を通じて給与の上がり幅が想定を下回った

開示面談での絶対評価結果の説明に納得できなかった

開示面談での相対評価結果の説明に納得できなかった

面談を通じて上司と意思疎通が図れなかった

評価者を信頼していない

二次評価結果に納得できない

相対評価結果に納得できない

現行の人事評価制度自体に納得できない



⑨ー３ 【クロス集計】「人事評価結果」と「執務意欲への影響」について

〇 「令和6年度人事評価制度による執務意欲への影響」があった職員を対象に、クロス集計を行った。

・評価結果が低いほど、執務意欲が低下した職員の割合が高くなる傾向が見られた。

・依然として、相対評価結果における下位区分（四区分・五区分）においては、「執務意欲が低下した」と回答した職
員の割合は多いが、昨年度に比べて、その割合は減少した。
〔R6アンケート：執務意欲は低下 「B」約68％ 「C」100％ 「D」約67％

「第三区分」約64％ 「第四区分」約90％ 「第五区分」約87％ 〕
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⑨ー４ 【クロス集計】「絶対（二次）評価と相対評価が乖離した職員」の「執務意欲への影響」について

〇 「令和6年度人事評価制度による執務意欲への影響」があった職員を対象に、クロス集計を行った。

・絶対（二次）評価結果に対して、相対評価結果が下位区分に乖離しているほど、「執務意欲が低下した」と
回答した職員の割合が高くなっており、執務意欲の低下が見られた。

・絶対（二次）評価が「B（良好）」である職員のうち、昨年度、下位区分（第四区分・第五区分）に位置付けられた
職員で、執務意欲が低下したと回答した職員の割合は約90％であったが、今年度、下位区分（四区分）に位置付
けられた職員では、約76％と昨年度より減少したものの、依然として執務意欲の低下が顕著であった。
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33.1%
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⑨ー５ 【クロス集計】「人事評価結果の納得感」と「執務意欲への影響」との関係性について

〇 「令和6年度人事評価制度による執務意欲への影響」があった職員を対象に、クロス集計を行った。

・「絶対（二次）評価結果及び相対評価結果に納得できた」と回答した職員の約85％は、「人事評価制度に
よって執務意欲が向上した」と回答。

・絶対（二次）評価結果・相対評価結果のいずれか一方にでも納得できなかった職員においては、
「人事評価制度によって執務意欲が低下した」と回答した割合が顕著に高かった。
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⑩ 令和6年度の職場環境について

・約６6％の職員が「仕事のしやすい雰囲気であった」と回答し、約１6％の職員が「仕事のしにくい雰囲気であった」と回答した。
〔R6アンケート：仕事がしやすい雰囲気であった 約63％ 〕

・「仕事のしやすい雰囲気であった」と回答した理由としては、
「コミュニケーションが円滑」「なんでも相談しやすい雰囲気」「風通しがよく、チームで協力しあえる関係」等、職場内において良好な
人間関係の構築ができていることを示唆する意見が多かった。

・一方、「仕事のしにくい雰囲気であった」と回答した理由としては、
「威圧的な言動や協調性に欠ける言動等による職場環境の悪化」「職員間のコミュニケーションが希薄」「業務が多忙」等の意見が多
かった。

・また、職場環境が「仕事のしやすい雰囲気である」と感じている場合においては、執務意欲の高い職員の割合が顕著に高く、
職場環境の良し悪しが、職員の執務意欲に影響を及ぼしている現状が見受けられた。

令和6年度 職場環境について 【クロス集計】 職場環境と執務意欲の高さとの関係について
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⑪ 令和６年度の制度改正による人事評価制度の納得感の変化について

・評価者では約68％、被評価者では約63％の職員が「納得感への影響はない」と回答。
また、評価者では約１2％、被評価者では約15％の職員が「見直しの実感がないため、どちらともいえない」と回答。

・そのような中、評価者では約16％、被評価者では約8％の職員が、「（どちらかと言えば）向上した」と回答。
その理由として、評価者では「分布割合の見直し（特に下位区分の割合の減少）」や「 ６区分によるメリハリのある評価」等の意見
が多く、被評価者では「分布割合の見直し（特に下位区分の割合の減少）」や「自身の評価結果の向上」等の意見が多かった。

・一方、評価者・被評価者ともに約3％の職員が、「（どちらかと言えば）低下した」と回答。
その理由として、評価者では「人事評価制度自体への不満」や「相対評価に関する不満」等の意見が多く、
被評価者では加えて「人事評価結果の給与反映に関する不満」等の意見が多かった。

令和６年度からの制度改正による人事評価制度の納得感の変化について

【参考】主な制度改正の概要
①絶対評価・相対評価の区分等の改善 ・・・・・・・ 絶対評価及び相対評価を５段階から６段階に変更するとともに、相対評価の分布割合を変更
②絶対評価の評価要素の見直し ・・・・・・・・・・・・ 絶対評価における評価要素（組織マネジメント・人材育成）の「行動規範・着眼点」を変更
③評価結果に基づく研修の充実 ・・・・・・・・・・・・ 人事評価結果に基づく研修の対象者を拡充
④年間スケジュールの改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 期中評価後に期中面談を行うよう見直すとともに、新たに「期中マネジメントサポート」を実施
⑤給与等への反映 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頑張った職員が報われるようメリハリは維持しつつ、評価結果の給与反映について変更
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○ 人事評価結果に対する納得感については、「納得できた」と回答した職員の割合は、前年度から増加しており（絶対
評価：約86％、相対評価：約80％） 、引き続き高い状況にある。

○ 令和６年度の制度改正による人事評価制度の納得感については、評価者の約16％が「（どちらかと言えば）向上し
た」と回答。また、開示面談での説明においては、「相対評価について、十分な説明ができた」と回答した評価者の割合
は約72％となっており、昨年度から約18％増加した。
これまでの間、開示面談において「十分な説明ができなかった」と回答する評価者の大多数が「相対評価を十分に説
明すること自体が困難」であることをその理由に挙げていたことに鑑みると、制度改正によりその困難さが一定緩和され、
評価者の人事評価制度の納得感向上につながったと考えられる。

○ 執務意欲との関係については、 「人事評価制度が執務意欲に影響した」と回答した職員の割合は約56％となっており、
昨年度から約24％増加した。 また、このうち、「執務意欲が向上した」と回答した割合は約66％となっており、昨年度か
ら約17％増加した。
このことから、制度改正前と比べて、人事評価結果が職員の執務意欲の向上につながったと考えられる。

○ これまで執務意欲の低下が顕著であった絶対評価が「B（良好）」で下位区分に位置付けられた職員では、「人事評
価制度によって執務意欲が低下した」と回答した割合は、昨年度と比較して約14％減少した。
このことから、制度改正により絶対評価と相対評価結果の乖離が一定解消されたことで、執務意欲低下の大幅な改善
につながったと考えられる。しかしながら、絶対評価と相対評価の結果が乖離している場合における執務意欲の低下は、
依然として生じている状況であった。

（２）職員アンケート調査結果

人事評価結果に対する納得感及び執務意欲の状況について

職場環境について

○ 職場環境が「仕事のしやすい雰囲気である」と感じている場合においては、執務意欲の高い職員の割合が顕著に高
かった。また、執務意欲の向上に影響する要因としては、「職場における良好な人間関係」と回答した職員の割合が最も
高かった。
良好な人間関係を構築し、気持ちよく働くことができる職場環境を整備することが、職員の執務意欲向上には重要で
あるといえる。 18



（３）他府県・民間企業の動向

他府県の動向

民間企業の動向

○ 平成28年４月の改正地⽅公務員法の施行により、地⽅自治体における人事評価の実施が義務付けられ、

全ての都道府県で人事評価制度が導⼊されている。

○ 各都道府県における人事評価制度の実施状況について確認したところ、本府を除く４６都道府県のうち、

「相対評価を導⼊している」と回答したのは、１６団体であった。

なお、本府のように相対評価の下位区分の分布割合まで固定化し、厳格に運用しているところはなかった。

○ 企業規模や業種等を踏まえ、人事評価制度の状況に関する調査を実施したところ、１2社から回答を得た。

○ 調査の結果、 「相対評価を導入している」と回答した企業は、１0社であったが、本府のように相対評価の

下位区分の分布割合まで固定化し、厳格に運用しているところはなかった。
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○ 平成２５年４月から、職員基本条例に基づく相対評価による人事評価制度を本格実施して以降、

毎年度、実施状況を検証の上、必要な運用改善を行ってきた。

○ 令和6年度の制度改正では、人事評価制度の目的である「職員の資質、能力及び執務意欲の向上」に

向け、よりきめ細かく人事評価を実施できるよう、絶対評価・相対評価ともに５段階から６段階に変更すると

ともに、相対評価の分布割合の変更等を行った。

○ その結果、制度改正前と比較して、人事評価制度によって「執務意欲が向上した」と回答した職員の割合、

及び開示面談で「相対評価結果を十分に説明できた」と回答した評価者の割合が大幅に増加した。

その要因としては、それぞれ、これまで執務意欲の低下が顕著であった絶対評価が「B」で下位区分に位置

付けられる職員が減少したこと、及び制度改正により相対評価結果を説明することの困難さが一定緩和され

たことによる影響が大きいと考えられる。

○ このことから、今回の制度改正によって人事評価制度の目的である「職員の執務意欲の向上」が一定図ら

れる結果となったが、絶対評価と相対評価の結果が乖離している場合における執務意欲が顕著に低下する

状況は、依然として生じていることから、今後とも、円滑な制度運用を行うとともに、職員の執務意欲のさらな

る向上を図る制度となるよう、制度改正による影響等を注視しながら、引き続き、必要な検証等を行っていく。

３．総括
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